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根拠法令等

１　計　画　（プラン）

学校給食法（Ｓ29.6.3　法律第　160号）

中学校給食の運営管理
【栄養士配置、献立作成、食材購入・検収、衛生管理、栄養指導、食教育、施設･機械管理、給食
費徴収、(民間委託）：調理・学校配膳、配送回収業務】

平成19年6月

106,000

市内中学校6校の生徒・教職員

　基本的な生活習慣とも関わる食生活上の問題、人間関係の希薄化している中で、生徒が｢楽しく
食事をすること｣、｢望ましい食習慣の形成を図る｣、｢食事を通して好ましい人間関係の育成を図
る｣ことを目標に掲げ、これらを達成するために、栄養のバランスがとれる食事、アレルギー対策な
ど考慮し、美味しく食べられるよう多様な食品の組み合わせなどで、栄養バランスが取れた給食を
提供し、食生活の改善等を図る。

106,256

作成日

学校教育

373-2487

課長職名事務区分

豊かな心と個性ある文化をはぐくむまち

部長職名■自治事務　　□法定受託事務　 小菅　敏博

　事務事業開始年度

　〃 終了予定年度

古宇田　昇克

整理番号 44-2 作成部署 管理部給食センター
中学校給食運営事業

(経常・臨時分）
事務事業名

　平成19年度事務事業評価調書（継続用）　　　　 北広島市

学校給食の充実

上位施策との関
連（総合計画での
位置付け）

中学校給食の運営管理
【平成19年度より、食に関する指導・学校給食の管理を担う栄養教諭として２校に配置、
以下同上】

施策）

章

別紙１

Ｈ12

2,000

106,000

2,110
直接事業費

106,060106,291 106,773

215,139

その他特財（営繕基金）

給食費収入

112,824

国支出金

9,000 9,000

17年度（決算）

1.00 1.00

219,115 217,030 214,000

活動指標
（事務事業の
活動量や実

績）

100 100

年間延給食数

対 象 人 数

『食の課題と指
導の手引き』作
成、全教職員
に配付

2,0502,085

食

人

369,000368,820 363,420 375,300

2,049 2,019

1.00

9,000

9,000

224,139

1.00

9,000

223,000

【事務事業を評価する指標（ものさし）】

指　標　名
17年度

指　　　　　標　　　　　値

18年度単位 20年度（目標）19年度（目標）

　総　事　業　費 ①＋④ 228,115 226,030

区　　　　分

人 　件 　費
（概算）

道支出金

①合　計

②人　数（年間）

19年度（予算） 20年度（予定）18年度（決算）

（単位：千円）【事業費の推移】

２　実　施　（ドゥ）

③１人当り年間平均人件費

④＝②×③ 9,0009,000 9,000

一般財源 110,970

180

学校における
【食に関する指
導】の普及拡
大

100

180

学校における
【食に関する指
導】の充実

成果指標
（目的の達成
度を測るもの

さし）

【指標の定義（算式等）】

中学校全校実施
代替指標

【指標の定義（算式等）】

食生活改善(食指導)
学校における
【食に関する
指導】の実践

100

1801人当り年間給食数

中学校給食実施率

180

％

食/年
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□

□

□

■

□拡大重点化

□現状継続

□見直し

□統合

□休・廃止

□終了

□終了

□拡大重点化

□統合

今後の方向性

行財政構造改革推進
本部の総合判定

セレクト・バイキング給食のための専用ランチルームについ
ては、今後の学校大規模改造の中で整備水準等にも十分配
慮しながら、整備を図っていく必要がある。
　なお、現状としては、現行使用の兼用ランチルーム(家庭科
室・視聴覚室等)の有効利用のための整備に主眼をおいてい
くこととする。

1次評価のとおり。

【１次評価】

□拡大重点化

■現状継続

□見直し

事務事業担当部局の
総合判定

　４　適切（十分）　　３　概ね適切（十分）　　２　改善の余地がある　　１　不適切（不十分）　　－　該当なし

今後の方向性

【外部評価】

【２次評価】

外部評価委
員会の総合

判定

□休・廃止
□終了

□統合

□休・廃止

　学校給食法に基づき、学校給食は学校の設置者の
責任において実施すべきものとされている。また、食育
基本法・道食の安全安心条例制定等食に対する関心
の高まりの中で、給食を生きた教材とした食指導等が
求められてきている。

　上位施策(学校給食の充実)への貢献度では、専用ラ
ンチルームの整備が今後の検討課題でありまた、成果
指標の食生活改善については、学校における食指導
等が今後実践されていく。

民間活力の
活用性評価
（事業担当部
局が評価）

民間等での実施または市民等との協働が可能である。

民間等で実施または協働して取り組むべきである。

現在一部民間等で実施している。または市民等と協働して実施している。

　学校給食運営については、行政の役割と責任を果た
し、かつ教育の目的を達成する中で、献立作成以外の
調理、配送業務等具体的な業務は民間委託としてお
り、安全衛生管理体制の確保等設置者としての実施
責任のとれる体制確保に留意しながら効率化を図って
いる。

・受益者負担は適正か
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏ってい
ないか。

　食料物価等により、時宜に応じて適正な受益者負担
を求めてきている。

評点区分

４　総合判定と今後の方向性（アクション）

[※参考]

前年度の
２次評価

　判　　　　定

現状継続

今後の方向性

今後の方向性（課題と解決方法等）

　１次評価（アンケート調査でも好評だったセレクト・バイキング給食のための専用ランチルームについては、教室で
の給食では単なる授業の延長となることから、ゆとりある楽しい給食時間を実現するための食事環境｢場｣を提供する
ことで、生徒間の交流・語らいの中で、より給食を美味しく食べてもらうため（残食量との係わり）、また、食指導との係
わりから、今後の学校大規模改造の中で整備水準等にも十分配慮しながら、整備を図っていく必要がある。
　なお、現状としては、現行使用の兼用ランチルーム(家庭科室・視聴覚室等)の有効利用のための整備に主眼をおい
ていくこととする）のとおり。

■現状継続
□見直し

3

・投入した予算や人員に見合った効果が得られているか
（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか（同じ経費でもっと効率
的な方法はないか）

妥
当
性

4

4

有
効
性

効
率
性

・市民や社会の要求に合致しているか。
・上位施策を達成するために必要な事務事業か（目的妥
当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か(公共性・公
益性の度合）

３　評　価　（チェック）

公
平
性

整理番号 44-2

民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。

　　　□有　　　　　■無法律で実施が義務付けられている事務事業か

4

選択理由、説明等
評
点

チェック項目

・成果指標値から見て、目標の達成度はどの程度か（達
成度合）
・目的を達成するための手段（実施方法）は有効か（手段
有効度合）
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